
船舶事故調査報告書 

令和３年１０月６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突（灯標） 

発生日時 令和３年１月１６日 ０４時３０分ごろ 

発生場所 東播磨航路第２号灯標 

 東播磨港別府東防波堤灯台から真方位２２７°２.０海里（Ｍ）付

近 

 （概位 北緯３４°４０.４′ 東経１３４°４８.４′） 

事故の概要 貨物船晃
こう

徳
とく

丸は、北北東進中、灯標に衝突した。 

事故調査の経過 令和３年２月１６日、主管調査官（神戸事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

貨物船 晃徳丸、４９８トン 

１４０８２４、三徳海運有限会社 

 乗組員等に関する情報 船長、四級（航海） 

 負傷者 なし 

 損傷 本船 右舷ウイング外板に擦過傷 

灯浮標 マーキング装置に折損、防護枠に曲損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北東、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮流 東流約４ノット（kn） 

 事故の経過 本船は、船長ほか４人が乗り組み、船長が、単独で船橋当直に当た

り、乗組員４人を入港配置につかせ、東播磨港の航路に向け、約１０

kn の対地速力で北北東進していた。 

船長は、東流で右方に圧流されている中、東播磨港の航路まで約

０.５Ｍとなったころ、尿意を催し、操舵室後部のトイレ（以下「本

件トイレ」という。）で、用を足す僅かの間であれば航行に支障はな

いと思い、手動操舵から自動操舵に切り替え、本件トイレに入った。 

本船は、船長が、用を足して本件トイレから出たところ、東播磨航

路第２号灯標（以下「本件灯標」という。）が右舷船首方至近となっ

ていることに気付き、転舵すれば本件灯標に衝突する危険があったの

で、本件灯標を注視して現在の針路を保持していたところ、右舷ウイ

ングが本件灯標に衝突した。 

分析 

 

 本船は、東流で右方に圧流されている中、北北東進中、船長が、用

を足す僅かの間であれば航行に支障はないと思い、操舵室を無人とし

た状態で航行を続けたことから、本件灯標に接近していることに気付

くのが遅れ、本件灯標に衝突したものと考えられる。 

原因 本事故は、夜間、本船が、東流で右方に圧流されている中、北北東

進中、船長が、用を足す僅かの間であれば航行に支障はないと思い、

操舵室を無人とした状態で航行を続けたため、本件灯標に接近してい



ることに気付くのが遅れ、本件灯標に衝突したものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、操船指揮に当たる際、あらかじめ用便を済ませ、体調を

整えておくこと。 

・船橋当直者は、体調が悪くなった場合は、当直を交替してもら

い、操舵室を無人の状態にしないこと。 

 


